
 都市計画の提案制度について 
 

１．概 要 

   自主的なまちづくりの推進や地域の活性化を図りやすくするため、土地

所有者やまちづくりＮＰＯ法人等が、一定規模（0.5ha）以上の土地につい

て、土地所有者などの２／３以上の同意等一定の要件を満たした場合に、

都市計画の決定や変更を提案することができる制度です。 

 

２．提案できる人 

  (1)土地所有者、借地権者 

  (2)まちづくりＮＰＯ法人 

  (3)営利を目的としない公益法人 

 

３．提案できる都市計画 

   姫路市が決定または変更する都市計画については、原則としてすべての

都市計画について提案することができます。 

   ただし、兵庫県が決定または変更する都市計画については、県知事に提

案することになります。 

 

４．提案に必要な要件 

  (1)０．５ｈａ以上の一体的な区域であること。 

  (2)都市計画に関する法令上の基準等に適合していること。 

  (3)土地所有者等の２／３以上の同意があること。 

 

※ 「姫路市都市計画の提案に関する要綱」をご覧ください。 
 

 

 

 

 

 



 都市計画の提案制度フロー（姫路市決定） 

 

事 前 相 談 

 

 

都市計画の提案 

 

 

    要 件 の 審 査      県と協議 

 

 

提案に基づく都市計画を決定・変更するかどうかを判断 

 

 

  都市計画を決定・変更する      都市計画を決定・変更する  

  必要があると判断したとき      必要がないと判断したとき  

         

                         

  公聴会の開催等           都市計画審議会に提案を提 
                    出し、意見をきく 

              
  都市計画の案の作成          
                    決定・変更すべきか？ 

 
  都市計画の案の公告・縦覧     YES      NO 

 

                                  
  都市計画審議会への付議       都市計画の決定・変更しない 

 
                                  
  都市計画を決定する         提案者にその旨・理由を通知 

                                    
 


